
（掲示）

Ⅹ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第４章の２ （略） 第１章～第４章の２ （略）

第５章 付加機能 第５章 付加機能

（付加機能の提供） （付加機能の提供）

第２８条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規 第２８条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規

定する付加機能を提供します。 定する付加機能を提供します。

２ 別表２に規定する付加機能のうち当社が別に定めるものについては、前項の ２ 別表２に規定する付加機能のうち当社が別に定めるものについては、前項の

規定にかかわらず、Ｘｉ契約者から請求があったものとみなして取り扱いま 規定にかかわらず、Ｘｉ契約者から請求があったものとみなして取り扱いま

す。 す。

３ 第１項の規定にかかわらず、当社は、Ｘｉ契約の申込みの際に、別表２に規 ３ 第１項の規定にかかわらず、当社は、Ｘｉ契約の申込みの際に、別表２に規

定する国際ローミング機能の請求があったものとみなして取り扱います。 定する国際ローミング機能の請求があったものとみなして取り扱います。

ただし、そのＸｉ契約の申込みの際に、国際ローミング機能の請求を行わな ただし、そのＸｉ契約の申込みの際に、国際ローミング機能の請求を行わな

い旨の意思表示があったときは、この限りでありません。 い旨の意思表示があったときは、この限りでありません。

４ 当社は、付加機能を提供しているＸｉの電話番号保管があったときは、その ４ 当社は、付加機能を提供しているＸｉの電話番号保管があったときは、その

付加機能を廃止します。 付加機能を廃止します。

ただし、付加機能のうち当社が別に定めるものについては、この限りであり ただし、付加機能のうち当社が別に定めるものについては、この限りであり

ません。 ません。

５ 当社は、付加機能を提供しているＸｉに係る名義変更があった場合におい ５ 当社は、付加機能を提供しているＸｉに係る名義変更があった場合におい

て、その付加機能に関して別表２に別段の定めがあるときは、第１４条（一般契 て、その付加機能に関して別表２に別段の定めがあるときは、第１４条（一般契

約に係る名義変更）又は第２１条（その他の提供条件）の規定にかかわらず、そ 約に係る名義変更）又は第２１条（その他の提供条件）の規定にかかわらず、そ

の付加機能を廃止します。 の付加機能を廃止します。

６ 当社は、別表２に規定する国際ローミング機能の提供を受けているＸｉにつ ６ 当社は、別表２に規定する国際ローミング機能の提供を受けているＸｉにつ

いて、当社が提供する国際電話サービスに係る契約の解除があったときは、そ いて、当社が提供する国際電話サービスに係る契約の解除があったときは、そ

の機能を廃止します。 の機能を廃止します。

７ 第１項の規定にかかわらず、当社は、別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａ ７ 第１項の規定にかかわらず、当社は、別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａ

Ｕ 機能又はｓｐモード機能の請求の際に、別表２に規定するはなして翻訳機能の Ｕ 機能又はｓｐモード機能の請求の際に、別表２に規定するはなして翻訳機能の

請求があったものとみなして取り扱います。 請求があったものとみなして取り扱います。

８ 第１項の規定にかかわらず、別表２に規定するビジュアルボイスメール機能

については、別表２に規定するｓｐモード機能及び留守番電話及び不在案内機能

の提供を受けているＸｉ契約者から請求があったものとみなして取り扱いま

す。

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に （注１）本条第２項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に

規定する迷惑電話おことわり機能、位置情報通知機能、位置情報受信機能 規定する迷惑電話おことわり機能、位置情報通知機能、位置情報受信機能

（タイプ２に係るものに限ります。 ）及び音声メッセージ蓄積機能とします。 （タイプ２に係るものに限ります。 ）及び音声メッセージ蓄積機能とします。

（注２）本条第４項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に （注２）本条第４項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に

規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモード電子メールのメールアド 規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモード電子メールのメールアド

レス保管を行っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るもの レス保管を行っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るもの

に限ります。 ）、グループ管理機能及びｓｐモード機能（別表２に規定するｓｐモ に限ります。 ）、グループ管理機能及びｓｐモード機能（別表２に規定するｓｐモ

ード電子メールのメールアドレス保管を行っている場合に限ります。 ）としま ード電子メールのメールアドレス保管を行っている場合に限ります。 ）としま

す。 す。

第９章～第１４章 （略） 第９章～第１４章 （略）

－１－



料金表 料金表

通則 通則

１～２５ （略） １～２５ （略）

（注）（略） （注）（略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１ 基本使用料 第１ 基本使用料

１ 適用 １ 適用

基 本 使 用 料 の 適 用 基 本 使 用 料 の 適 用

（１） （略） （略） （１） （略） （略）

（２） 身体障がい者 ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいま （２） 身体障がい者 ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいま

等割引（ハー す。）とは、身体障がい者等（身体障がい者（身体障害者福祉法（昭 等割引（ハー す。）とは、身体障がい者等（身体障がい者（身体障害者福祉法（昭

ティ割引）の適 和２４年法律第２８３ 号）第１５条第４項の規定により、身体障害者手帳 ティ割引）の適 和２４年法律第２８３ 号）第１５条第４項の規定により、身体障害者手帳

用 の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、知的障が 用 の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、知的障が

い者（療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６ 号厚生事 い者（療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６ 号厚生事

務次官通知）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手 務次官通知）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手

帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、精神 帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、精神

障がい者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法 障がい者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３ 号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の 律第１２３ 号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、特定疾患患 交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は特定疾患

者（特定疾患治療研究事業について（昭和４８年厚生省衛発２４２ 号） 患者（特定疾患治療研究事業について（昭和４８年厚生省衛発２４２

に規定される対象の疾患であることについて各都道府県から証明書 号）に規定される対象の疾患であることについて各都道府県から証

（以下特定疾患患者証明書といいます。）の交付を受けている者を 明書（以下特定疾患患者証明書といいます。）の交付を受けている

いいます。以下同じとします。）又は指定難病患者（難病の患者に 者をいいます。以下同じとします。）をいいます。以下同じとしま

対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第７条第４項の す。）が当社と締結している一般契約のＸｉ又は身体障がい者等を登

規定により各都道府県から医療受給者証の交付を受けている者をい 録利用者として利用者登録が行われている一般契約のＸｉの基本使

います。以下同じとします。）をいいます。以下同じとします。）が当 用料について、契約者からの選択により次表に規定する額の割引を

社と締結している一般契約のＸｉ又は身体障がい者等を登録利用者 行うことをいいます。

として利用者登録が行われている一般契約のＸｉの基本使用料につ

いて、契約者からの選択により次表に規定する額の割引を行うこと

をいいます。

イ～コ （略） イ～コ （略）

（３） ～（４） の２ （略） （３） ～（４） の２ （略）

（略） （略）

２ （略） ２ （略）

第２～第６ （略） 第２～第６ （略）

第２表～第６表 （略） 第２表～第６表 （略）

－２－



別表１ （略） 別表１ （略）

別表２ 付加機能 別表２ 付加機能

種 類 提 供 条 件 種 類 提 供 条 件

１～２８ （略） （略） １～２８ （略） （略）

２９ ビジュアルボイスメール機能 （１） Ｘｉ（ｓｐモード機能及び留守番電話及び

当社が定める機能を有する端末設備を 不在案内機能の提供を受けているものに限

利用して、音声ファイル（３欄に規定す ります。）に限り提供します。

る留守番電話及び不在案内機能を利用し （２） 音声ファイル蓄積装置に蓄積した音声

て蓄積したメッセージ（通話モードに係 ファイルは、当社が別に定める時間が経過

るものに限ります。）を、当社が設置した したとき又は契約者識別番号の変更があっ

電気通信設備（以下この欄において「音 たときは、消去されます。

声ファイル蓄積装置」といいます。）にお （３） （２） の規定によるほか、この機能の利用

いて保存した後、音声に係る情報へ変換 の中止があったときは、既に蓄積されてい

したものをいいます。以下この欄におい る音声ファイルが消去されることがありま

て同じとします。）を自動的に取得するた す。この場合において、消去された音声フ

めに必要な情報を受信できるようにする ァイルの復元はできません。

機能をいいます。 （４） 当社は、契約者からこの機能を廃止する

申出があった場合のほか、当該Ｘｉにおいて

、ｓｐモード機能又は留守番電話及び不在案内

機能の廃止があったときは、この機能を廃止

します。

（５） この機能を利用して蓄積できる音声ファ

イルの数その他の提供条件については、当

社が別に定めるところによります。

（注）（５） に規定する当社が別に定めるとこ

ろは、「ビジュアルボイスメールに関す

る注意事項」に定めるところによりま

す。

別表３～別表９ （略） 別表３～別表９ （略）

附 則（平成２７年１月１３日経企第１５１９号）

この改正規定は、平成２７年１月２１日から実施します。

ただし、この改正規定中、身体障がい者等割引に関する部分は平成２７年１月１５日からとし

ます。

－３－



（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２８ （略） １～２８ （略）

（注）（略） （注）（略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１ 基本使用料 第１ 基本使用料

１ 適用 １ 適用

基 本 使 用 料 の 適 用 基 本 使 用 料 の 適 用

（１） ～（６） （略） （略） （１） ～（６） （略） （略）

（７） 身体障がい者 ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいま （７） 身体障がい者 ア 身体障がい者等割引（以下この欄において「本割引」といいま

等割引（ハーテ す。）とは、身体障がい者等（身体障がい者（身体障害者福祉法（昭 等割引（ハーテ す。）とは、身体障がい者等（身体障がい者（身体障害者福祉法（昭

ィ割引）の適用 和２４年法律第２８３ 号）第１５条第４項の規定により、身体障害者手帳 ィ割引）の適用 和２４年法律第２８３ 号）第１５条第４項の規定により、身体障害者手帳

の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、知的障が の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、知的障が

い者（療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６ 号厚生事 い者（療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６ 号厚生事

務次官通知）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手 務次官通知）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手

帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、精神 帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）、精神

障がい者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法 障がい者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３ 号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の 律第１２３ 号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は特定疾患 交付を受けている者をいいます。以下同じとします。）又は特定疾患

患者（特定疾患治療研究事業について（昭和４８年厚生省衛発２４２ 患者（特定疾患治療研究事業について（昭和４８年厚生省衛発２４２

号）に規定される対象の疾患であることについて各都道府県から証 号）に規定される対象の疾患であることについて各都道府県から証

明書（以下特定疾患患者証明書といいます。）の交付を受けている者 明書（以下特定疾患患者証明書といいます。）の交付を受けている者

をいいます。以下同じとします。）又は指定難病患者（難病の患者に をいいます。以下同じとします。）をいいます。以下同じとします。）

対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第７条第４項の が当社と締結しているＦＯＭＡ等（一般契約のＦＯＭＡ又はＦＯＭ

規定により各都道府県から医療受給者証の交付を受けている者をい Ａユビキタス一般契約のＦＯＭＡユビキタスであって、基本使用料

います。以下同じとします。）をいいます。以下同じとします。）が当 の料金種別がお便りフォトプランフラットであるものをいいます。

社と締結しているＦＯＭＡ等（一般契約のＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユ 以下この欄において同じとします。）又は身体障がい者等を登録利用

ビキタス一般契約のＦＯＭＡユビキタスであって、基本使用料の料 者として利用者登録が行われているＦＯＭＡ等の基本使用料につい

金種別がお便りフォトプランフラットであるものをいいます。以下 て、契約者からの選択により次表に規定する額の割引を行うことを

この欄において同じとします。）又は身体障がい者等を登録利用者と いいます。

して利用者登録が行われているＦＯＭＡ等の基本使用料について、

契約者からの選択により次表に規定する額の割引を行うことをいい

ます。

イ～サ （略） イ～サ （略）

（８） （略） （略） （８） （略） （略）

－１－



第２～第６ （略） 第２～第６ （略）

第２表～第７表 （略） 第２表～第７表 （略）

別表１～別表１０ （略） 別表１～別表１０ （略）

附 則（平成２７年１月１３日経企第１５１９号）

この改正規定は、平成２７年１月１５日から実施します。

－２－
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